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新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則（平成16年規則第１号）

新旧対照表 

改正後 現行 

（標識の設置期間） （標識の設置期間） 

第７条 略 第７条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、建築に係るワン

ルームマンション等が新宿区中高層建築物等

の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

（昭和53年新宿区条例第30号。以下「紛争予

防条例」という。）の適用を受けるときは、

当該ワンルームマンション等が適用を受ける

新宿区中高層建築物等の建築に係る紛争の予

防と調整に関する条例施行規則（昭和53年新

宿区規則第58号）第５条に規定する標識の設

置期間を当該ワンルームマンション等の建築

に係る標識（条例第６条第２項の規定により

紛争予防条例第５条第１項に規定する標識に

規則で定める事項を明示する場合を含む。）

の設置期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築に係るワン

ルームマンション等が新宿区中高層建築物の

建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

（昭和53年新宿区条例第30号。以下「紛争予

防条例」という。）の適用を受けるときは、

当該ワンルームマンション等が適用を受ける

新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防

と調整に関する条例施行規則（昭和53年新宿

区規則第58号）第５条に規定する標識の設置

期間を当該ワンルームマンション等の建築に

係る標識（条例第６条第２項の規定により紛

争予防条例第５条第１項に規定する標識に規

則で定める事項を明示する場合を含む。）の

設置期間とする。 

（計画書等の様式等） （計画書等の様式等） 

第10条 条例第７条第１項に規定する規則で定

める計画書（以下「計画書」という。）の様

式は、第２号様式による。 

第10条 条例第７条第１項に規定する規則で定

める計画書（以下「計画書」という。）の様

式は、第２号様式による。 

２ 計画書には、次に掲げる事項を明示した図

面を添付するものとする。ただし、当該計画

書の内容により、添付の必要がないと区長が

認めるときは、添付する図面の一部を省略す

ることができる。 

２ 計画書には、次に掲げる事項を明示した図

面を添付するものとする。ただし、当該計画

書の内容により、添付の必要がないと区長が

認めるときは、添付する図面の一部を省略す

ることができる。 

(1)から(11)まで 略 (1)から(11)まで 略 

(12) 条例第10条第2項第5号に規定する再配

達（以下「再配達」という。）の削減に関

する措置 

(新設) 

(13) 略  (12) 略  

３以下 略  ３以下 略 

（建築に関する基準） （建築に関する基準） 

第13条 略 第13条 略 

３ 条例第10条第２項第２号に規定する規則で

定める基準は、次のとおりとする。 

３ 条例第10条第２項第２号に規定する規則で

定める基準は、次のとおりとする。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 総住戸の数の20分の１に相当する数（1

未満の端数があるときは、これを切り上げ

た数）以上の台数分の自動二輪車の駐車場

を設けること。 

(3) 総住戸の数の20分の１に相当する数

（小数点以下の端数があるときは、その端

数を切り上げる。）以上の台数分の自動二

輪車の駐車場を設けること。 

(4) 略  (4) 略  
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４ 前項の規定にかかわらず、ワンルームマン

ション等の周辺の自転車等の駐車場の設置の

状況及び当該ワンルームマンション等におけ

る自転車等の利用の状況により区長が特に支

障がないと認めるときは、条例第10条第２項

第２号に規定する規則で定める基準は、次の

とおりとする。 

 (1) 区長が必要と認める数以上の台数分の

自転車等の駐車場を設けること。 

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる基準を満

たすこと。 

４ 前項の規定にかかわらず、ワンルームマン

ション等の周辺の自転車等の駐車場の設置の

状況及び当該ワンルームマンション等におけ

る自転車等の利用の状況により区長が特に支

障がないと認めるときは、同項第１号及び第

３号に掲げる基準を緩和することができる。 

５及び６ 略 ５及び６ 略 

７ 条例第10条第2項第5号の規定により講ずる

再配達の削減に関する必要な措置は、次のい

ずれかとする。 

 (1) 建築敷地内に、宅配ボックス（配達さ

れた物品(荷受人が不在その他の事由によ

り受け取ることができないものに限る。)

の一時保管のための荷受箱をいう。)を設

けること。 

(2) 入居者があらかじめ指定する場所に対

面によらず配達することができる環境を整

備すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの措

置と同等以上の措置が講じられていると区

長が認める措置を講ずること。 

（新設） 

８ 略 ７ 略 

（管理に関する基準） （管理に関する基準） 

第14条 略 第14条 略 

４ 条例第11条第３項の規定による適切な管理

の方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。 

４ 条例第11条第３項の規定による適切な管理

の方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 総住戸の数が30戸以上50戸未満の場合 

管理人を日中4時間以上駐在させて管理す

ること。ただし、管理人を1週間当たり5日又

は6日の従事で日中4時間以上駐在させて管

理し、かつ、当該管理人を駐在させる時間を

除く時間のうち区長が認める時間について

管理人による管理の方法と同等以上の管理

を行うことができると区長が認めるとき

は、当該区長が認める時間については、当該

区長が管理人による管理の方法と同等以上

の管理を行うことができると認める方法に

より管理することができる。 

(1) 総住戸の数が30戸以上50戸未満の場合 

管理人を日中４時間以上駐在させて管理す

ること。 

⑵ 総住戸の数が50戸以上100戸未満の場合 

管理人を日中8時間以上駐在させて管理す

ること。ただし、管理人を1週間当たり5日又

(2) 総住戸の数が50戸以上100戸未満の場合 

管理人を日中８時間以上駐在させて管理す

ること。 
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は6日の従事で日中8時間以上駐在させて管

理し、かつ、当該管理人を駐在させる時間を

除く時間のうち区長が認める時間について

管理人による管理の方法と同等以上の管理

を行うことができると区長が認めるとき

は、当該区長が認める時間については、当該

区長が管理人による管理の方法と同等以上

の管理を行うことができると認める方法に

より管理することができる。 

⑶ 総住戸の数が100戸以上の場合 管理人

を常駐させて管理すること。ただし、管理人

を1週間当たり5日以上の従事で日中8時間

以上駐在させて管理し、かつ、当該管理人を

駐在させる時間を除く時間について管理人

による管理の方法と同等以上の管理を行う

ことができると区長が認めるときは、当該

管理人を駐在させる時間を除く時間につい

ては、当該区長が管理人による管理の方法

と同等以上の管理を行うことができると認

める方法により管理することができる。 

(3) 総住戸の数が100戸以上の場合 管理人

を常駐させて管理を行うこと。ただし、管

理人を日中８時間以上駐在させて管理し、

かつ、当該管理人を駐在させる時間を除く

時間について管理人による管理の方法と同

等の管理が行えると区長が認めるときは、

当該管理人を駐在させる時間を除く時間に

ついては、当該区長が管理人による管理の

方法と同等の管理が行えると認める方法に

より管理することができる。 

５ 前項の規定にかかわらず、所有者が国、地方

公共団体又は民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成11年

法律第117号）第2条第5項に規定する選定事業

者（同条第4項に規定する選定事業（同条第3項

第1号又は第2号に掲げる者が同項に規定する

公共施設等の管理者等であるものに限る。）を

実施する場合に限る。）（以下「国等」という。）

である場合における条例第11条第3項の規定

による適切な管理の方法は、区長が認める方

法によるものとする。 

（新設） 

６ 略 ５ 略 

７ 所有者等は、その管理するワンルームマン

ション等から排出される廃棄物及び資源を管

理人に適切に管理させなければならない。 

（新設） 

（家族向け住戸の設置） （家族向け住戸の設置） 

第18条 条例第15条に規定する規則で定める基

準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。 

第18条 条例第15条に規定する規則で定める基

準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に定めるとおりとする。 

(1) 建築敷地が都市計画法（昭和43年法律

第100号）第８条第１項第１号に掲げる第

１種低層住居専用地域（以下「第１種低層

住居専用地域」という。）内にある場合 

ワンルーム形式の住戸の数から29を減じた

数の２分の１に相当する数（1未満の端数

があるときは、これを切り上げた数））以

上の住戸を家族向け住戸とすること。 

(1) 建築敷地が都市計画法（昭和43年法律

第100号）第８条第１項第１号に掲げる第

１種低層住居専用地域（以下「第１種低層

住居専用地域」という。）内にある場合 

ワンルーム形式の住戸の数から29を減じた

数の２分の１に相当する数（小数点以下の

端数があるときは、その端数を切り上げ

る。）以上の住戸を家族向け住戸とするこ
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と。 

(2) 建築敷地が第１種低層住居専用地域外

にある場合 ワンルーム形式の住戸の数か

ら29を減じた数の３分の１に相当する数

（1未満の端数があるときは、これを切り

上げた数））以上の住戸を家族向け住戸と

すること。 

(2) 建築敷地が第１種低層住居専用地域外

にある場合 ワンルーム形式の住戸の数か

ら29を減じた数の３分の１に相当する数

（小数点以下の端数があるときは、その端

数を切り上げる。）以上の住戸を家族向け

住戸とすること。 

２ 略 ２ 略 

３ 第1項の規定にかかわらず、建築主が国等で

ある場合における条例第15条に規定する規則

で定める基準は、区長が必要と認める数以上

の住戸を家族向け住戸とすることとする。 

 （新設） 

第５章 工事の完了の届出等 第５章 工事の完了の届出等 

（工事の完了の届出等） （工事の完了の届出等） 

第19条 条例第16条第１項の規定による届出

は、完了届（第５号様式）により行うものと

する。 

第19条 条例第16条第１項の規定による届出

は、完了届（第５号様式）により行うものと

する。 

２以下 略  ２以下 略  

  

第２号様式（第10条関係）別紙のとおり 第２号様式（第10条関係）別紙のとおり 

第５号様式（第19条関係）別紙のとおり 第５号様式（第19条関係）別紙のとおり 

  

 

附 則 

  

この規則は、令和8年10月1日から施行する。  

 


